通所介護サービス重要事項説明書
社会福祉法人　篤眞会
デイサービスセンター後楽
通所介護サービス重要事項説明書
（　令和　７年　９月　１日現在　）
貴方（又は貴方の家族）が利用しようとする通所介護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問してください。この「重要事項説明書」は、通所介護サービス提供契約締結に際して、事業者が予め説明しなければならない内容を記したものです。

１.通所介護サービスを提供する事業者について

	事業者名
	社会福祉法人　篤眞会

	代表者氏名
	理事長　　奥　　久德

	事業者所在地
（　連　 絡　 先 ）
	和歌山県紀の川市黒土２６２番地
ＴＥＬ　０７３６－７７－３５７５　ＦＡＸ　０７３６－７７－５２５１


２.ご利用者へのサービス提供を担当する事業所について
（１）事業所の所在地等

	事業所名称
	デイサービスセンター後楽

	代表者氏名
	理事長　　奥　　久德

	事業所の種類
	指定通所介護事業所

	介護保険指定

事業者番号
	和歌山県知事指定事業者番号　３０７１２０１２００　

	事業所所在地

（ 連　 絡　 先 ）
	和歌山県紀の川市黒土２６２番地
ＴＥＬ　０７３６－７７－３５７５　ＦＡＸ　０７３６－７７－５２５１

	事業所長氏名
	川口　啓子

	相談担当者氏名
	宮田　直子・赤田　佳子・柳田　梨沙

	事業所の通常の

事業実施地域
	紀の川市、岩出市、かつらぎ町、和歌山市

	第三者による評価の

実施状況
	１．あり　２．なし
	評価機関名称
	

	
	実施日
	
	結果の開示
	１．あり　２．なし


（２）事業の目的及び運営方針
	事業の目的
	要介護状態にある利用者に対し、適正な指定通所介護を提供することを目的とします。

	運営方針
	１．利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減に努めます。
２．当該事業所は、指定通所介護の提供にあたり、居宅介護支援事業者又は、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めます。

	開設年月日
	平成１５年１１月　１日

	利用定員
	４0人


（３）営業日及び営業時間
	営業日
	月曜日から土曜日まで

	営業時間
	午前８時３０分から午後５時３０分まで


休業日：　１２月３０日から１月３日を休業日とします。

（４）事業所の職員体制
当事業所では、ご利用者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の配置をしています。
＜主な職員の配置状況＞　　　　　　　　　＜主な職種の勤務体制＞

	職種
	人員数

	事業所長（管理者）
	１名

	介護職員
	１４名

	生活相談員
	３名

	看護職員
	３名

	機能訓練指導員
	３名

	事務職員
	０名


	職種
	勤　務　体　制

	介護職員
	勤務時間：午前８時３０分から
午後５時３０分まで

	看護職員
	勤務時間：午前８時３０分から
午後５時３０分まで


※職員の配置については、指定基準を遵守します。
３.提供するサービスの内容と料金及び利用料について
（１）提供するサービスについて
当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、

	（１）利用料が介護保険から給付される場合

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合


があります。
(２)　介護保険給付の対象となるサービス（契約書第４条参照）
＜サービスの概要＞

以下のサービスについては、利用料金の大部分（利用者負担割合証に準じて、９割・８割・７割）が介護保険から給付されます。

①入浴

・入浴又は清拭を行います。寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。

②排泄

・ご契約者の排泄の介助を行います。
③食事

· 食事の準備・介助を行います。

④機能訓練

・機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状態に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。

⑤送迎サービス

・ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。但し、通常の事業実施地域外からのご利用の場合は、交通費実費をご負担いただきます。

⑥時間延長サービス
・ご契約者やそのご家族の事情により、帰宅時間を遅くすることもできます。
＜サービス利用料金（1回あたり）＞（契約書第６条参照）
下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額（自己負担額）をお支払いください。（上記サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。）
・指定通所介護　基本料金

	ご契約者の要介護度とサービス利用料金
	要介護度１

5.840円
	要介護２

6.890円
	要介護３

7.960円
	要介護４

9.010円
	要介護５

10.080円

	・利用者負担割合が１割負担の方

	利用料金うち、介護保険から給付される金額
	要介護度１

5.256円
	要介護２

6.201円
	要介護３

7.164円
	要介護４

8.109円
	要介護５

9.072円

	サービス利用に係る自己負担額（利用料金から給付される金額を引いた差額）
	要介護度１

584円
	要介護２

689円
	要介護３

796円
	要介護４

901円
	要介護５

1,008円

	・利用者負担割合が２割負担の方

	利用料金うち、介護保険から給付される金額
	要介護度１

4.672円
	要介護２

5.512円
	要介護３

6.368円
	要介護４

7.208円
	要介護５

8.064円

	サービス利用に係る自己負担額（利用料金から給付される金額を引いた差額）
	要介護度１

1.168円
	要介護２

1.378円
	要介護３

1.592円
	要介護４

1.802円
	要介護５

2.016円

	・利用者負担割合が３割負担の方
利用料金うち、介護保険から給付される金額

要介護度１

4.088円
要介護２

4.823円
要介護３

5.572円
要介護４

6.307円
要介護５

7.056円
サービス利用に係る自己負担額（利用料金から給付される金額を引いた差額）
要介護度１

1.752円

要介護２

2.067円

要介護３

2.388円

要介護４

2.703円

要介護５

3.024円

【加算、減算について】

時間延長サービス体制
対応可（職員にご相談ください）
入浴介助加算(Ⅰ)
40単位／回(Ⅰ)
若年性認知症利用者受入加算
60単位／回
送迎減算
-47単位/片道
サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

6単位／回



利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する減算
	要介護度
	減算単位数
	備　　考

	要介護1～5
	－94単位／回
	※ケアハウス入居者の方が対象となります。

※入居者であっても、職員2名以上による送迎を必要とされる方、傷病などにより送迎が必要となった方は、減算の対象外となります。


介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するため、例外的かつ経過的な取り扱いとして創設されました。【利用単位数に9.0％の加算】
※令和6年6月1日より、（介護職員処遇改善加算Ⅰ、介護職員特定処遇改善加算Ⅱ、介護職員等ベースアップ等支援加算）が１本化されました。
科学的介護推進体制加算
科学的介護の理解と浸透を図る観点から、利用者に係る提出情報（各項目の収集項目）のデータをLIFEへ提出してフィードバックを受け、それらに基づき事業所の特性やケアの在り方等を検証し、利用者のケアプランや計画への反映（フィードバックの活用）、PDCAサイクルの推進とケアの質の向上の取り組みを評価する加算です。【40単位/月】
地域区分
	地域区分
	1単位当たりの金額

	その他
	10円


【1回分の利用料の目安】（ケアハウス外の方で、6時間以上7時間未満利用の場合）

・利用者負担割合が１割負担の方
	要介護度
	基本単価
	サービス提供

体制強化加算Ⅲ
	介護処遇
改善加算（Ⅱ）
	合　計

	要介護1
	584単位
	6単位
	53単位
	643単位

	要介護2
	689単位
	6単位
	63単位
	758単位

	要介護3
	796単位
	6単位
	72単位
	874単位

	要介護4
	901単位
	6単位
	82単位
	989単位

	要介護5
	1.008単位
	6単位
	91単位
	1.105単位


※上記の基本単価に、利用状況に応じて入浴加算、科学的介護推進体制加算、デイサービス食事代等が、金額に加算されます。
※ケアハウス入居者の方は、上記基本単価から94単位（同一建物による減算）を引いた単価が、金額の目安となります。
◯ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画（介護予防サービス計画）が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
◯ご契約者に提供する食事の材料に係る費用は別途いただきます。（下記（２）①参照）

◯介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
（３）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条、第６条参照）

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
＜サービスの概要と利用料金＞

①食事

・当事業所では、栄養士（管理栄養士）の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。

・ご契約者の自立支援のため離床して食事をとっていただくことを原則としています。

（食事時間）

　朝食　８：００～８：３０　昼食１２：００～１２：３０　夕食１６：３０～１７：００
・食事の提供に要する費用は、次のとおりとします。

　　朝食代　４５０円　　昼食代　６５０円　　夕食代　６５０円

②レクリェーション費、クラブ活動費
ご契約者の希望によりレクリェーションやクラブ活動に参加していただくことができます。

　利用料金：材料代等の実費をいただきます。

③日常生活上必要となる諸費用実費

　　日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者にご負担いただく事が適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。
（例：おむつ代、パット代、マスク代等）
・おむつ代、パット代、マスク代の費用は、実費とさせていただきます。
◯経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。
（４）利用料金のお支払い方法（契約書第６条参照）
前記（１）、（２）の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算しご請求しますので、翌月末日までに以下のいずれかの方法でお支払いください。
	ア．下記指定口座への振り込み
　　紀陽銀行　　打田支店　普通預金２８５８２６
　　口座名義　　社会福祉法人篤眞会
イ．金融機関口座からの自動引き落とし
　ご利用できる金融機関：各銀行、各信用金庫、ＪＡ、ゆうちょ銀行
ウ．現金による支払い


※利用料、その他の費用の支払いについて、支払い期日から２ヶ月以上遅延し、さらに支払い督促から１４日以内にお支払いがない場合には、契約を解約した上で、未払い分をお支払いいただくことになります。

（５）利用の中止、変更、追加（契約書第７条参照）

　◯利用予定日の前に、ご契約者の都合により、指定通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、サービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として別紙記載の料金をお支払いいただく場合があります。
　◯サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により契約者の希望する
期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。
４.苦情の受付について（契約書第２０条参照）
苦情やご相談は以下の専用窓口で受付けます。

	【事業所の窓口】

デイサービスセンター後楽

お客様相談係
	苦情受付担当者：川口　啓子

所在地　和歌山県紀の川市黒土２６２番地

ＴＥＬ　０７３６－７７－３５７５　ＦＡＸ　０７３６－７７－５２５１
受付曜日：月曜日から土曜日

受付時間：午前８時３０分から午後５時３０分まで

	【市町村の窓口】
※各利用者の介護保険証に記載されている
市町村の窓口
	紀の川市：紀の川市　高齢介護課

所在地　和歌山県紀の川市西大井３３８番地
ＴＥＬ　０７３６－７７－２５１１　ＦＡＸ　０７３６－７９－３９２６
受付曜日及び時間：平日　午前８時４５分から午後５時３０分まで

	
	岩出市：岩出市生活福祉部　地域福祉課　介護保険係
所在地　和歌山県岩出市西野２０９番地
ＴＥＬ　０７３６－６２－２１４１ ＦＡＸ　０７３６－６３－００７５

受付曜日及び時間：平日　午前８時４５分から午後５時３０分まで

	
	かつらぎ町：やすらぎ対策課　介護保険係
所在地　和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町２１６０番地
ＴＥＬ　０７３６－２２－０３００　ＦＡＸ　０７３６－２２－６４３２
受付曜日及び時間：平日　午前８時３０分から午後５時１５分まで

	
	和歌山市：健康局　保険医療部　介護保険課
所在地　和歌山県和歌山市七番丁２３番地
ＴＥＬ　０７３－４３５－１１９０　ＦＡＸ　０７３－４３５－１２９６
受付曜日及び時間：平日　午前８時３０分から午後５時１５分まで  

	【公的機関の窓口】

和歌山県国民健康保険団体連合会


	所在地　和歌山市吹上２丁目１番２２号（日赤会館内）

ＴＥＬ　０７３－４２７－４６６２　ＦＡＸ　０７３－４２７－４６６４

受付曜日：平日

受付時間：午前９時から午後５時まで


５.秘密の保持と個人情報について
	①利用者及びその家族に関する秘密の保持について
	事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で、知り得た利用者及びその家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。

この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。

	②個人情報の保護について
	事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いません。

事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際も第三者への漏洩を防止するものとします。


６.事故発生時の対応方法について

○事業者は、万が一の事故発生に備えて、損害賠償責任保険に加入しています。

○事業者は、利用者に対する指定通所介護サービスの提供に当たって、万一事故が発生し、利用者の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、速やかに各関係機関に連絡すると共に、不可抗力の場合を除き、利用者に対して損害賠償責任保険の範囲内で損害を賠償します。但し、利用者又は利用者の家族に重大な過失がある場合は、損害賠償額を減ずることができます。

７.緊急時の対応方法について

サービス提供中に利用者に緊急の事態が発生した場合、速やかに篤眞会に連絡するとともに、予め指定する連絡先にも連絡し、必要な措置を講ずるものとします。
	家族等
	緊急連絡先の家族等
	

	
	住所
	

	
	電話番号
	
	携帯電話


８．個人情報の使用同意について
利用者及び家族の個人情報については、必要最小限の範囲内で使用することとします。

１．使用する目的

　　　　より良い通所介護サービスを提供するために、連絡調整が必要だと思われる場合。

２．使用する範囲

　　　　公的関係機関、サービス提供事業者、主治医

３．条件

　　　　(１)　情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れることのないように細心の注意を払うこと。

　　　　(２)　個人情報を使用した会議、相手方、内容等の経過を記録しておくこと。
　　　 （３）当事業所によるホームページなどでの写真や映像の掲載

新聞やテレビなど、外部による写真や映像の掲載

（　　可　　・　　不可　　）

【利用料以外の別途利用料金について】

〇日常生活上必要となる諸費用実費

　日常生活品の購入代金等、ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者にご負担

　いただく事が適当であるものにかかる費用を実費にてご負担いただきます。

・エレバン代（１枚につき　５０円から１００円）

・尿取りパッド小　1枚　３０円
・尿取りパッド大　1枚　８０円

・リハビリパンツ各サイズ　1枚　１５０円

・マスク　1枚　３０円

〇複写物の交付

　ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を

必要とする場合は実費をご負担いただきます。（１枚につき　１０円）

◯利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた

場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し、ご契約者

の体調不良等、正当な事由がある場合は、この限りではありません。

※介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業（介護予防通所介護相当サービス）は、

利用料が月単位の定額制の為、キャンセル料は不要とします。

	利用予定日の当日までに申し出があった場合
	無　　料

	利用予定日の当日までに申し出がなかった場合
	当日の利用料金の１０％(自己負担相当額)


指定通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
令和　　　年　　　月　　　日

事業者名　　社会福祉法人　篤眞会

事業所名　　「デイサービスセンター後楽」

　　　　　　　　　　事業所指定番号　和歌山県知事指定　3071201200

住　　所　　〒649-6412　和歌山県紀の川市黒土262番地

代表者名　　理事長　　　奥　　久德　　　　　　　　　　　　　印

説明者職名　（　生活相談員 ・ 看護師　）     　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定通所介護サービスの提供開始に同意しました。
利用者　住所
　
氏名　　　　　　　　　    　　　　　　印
代筆者　住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　
　　　　　　　　　　　　（利用者との続柄　　　　　　　　　）
　　　　家族代表者　住所

　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　（利用者との続柄　　　　　　　　　）
